
 
 

 

令和７年度 延岡の企業の魅力発信とインターンシップ事業業務委託 仕様書 

 

 

 

１．委託業務名 

延岡の企業の魅力発信とインターンシップ事業業務 

 

２．業務の目的 

市内の若者の最大の県外転出先である福岡圏域及び宮崎県内の学生等を対象として、事業内容や

採用情報などを含めた市内企業等の魅力発信の取組を展開するとともに、学生等による市内の複数

の企業等でのインターンシップを実施する。 

 

３．インターンシップ・コーディネーターの選任 

受託者は、令和元年度以降に、学生等の採用や就職マッチングなどに関する業務の実績がある者

を「インターンシップ・コーディネーター」として選任（１名以上）することとし、選任した場合

は、契約後に選任届出書（様式 7）及び職務履歴書（任意様式）を市に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

 

４．業務の内容                                      

委託する業務の内容は、次の（１）から（３）とする。なお、上記の業務の目的をより効果

的に達成するため、業務内容の追加を提案しても差し支えないものとする。 

（１）福岡圏域で実施する市内企業の魅力発信事業に係る参加企業の募集等 

・ 市内企業が参加し、福岡市において１泊２日の行程で市が別途実施する、福岡圏域を

中心とした大学等の教職員との意見交換会及び学生等との交流会（以下「交流会等」

という。）に参加する市内企業等を、市との連携のもと募集･選定すること。 

・ 参加する市内企業数は、８社までとする。 

・ 上記の福岡市での交流会等に参加する大学等及び学生等の集客については、市が別途

発注する業務において募集･選定する。また、交流会等のプログラム構築等について

も同様とするが、市内企業等に同行し、交流会等の進行に協力すること。 

・ 市内企業等が交流会等に参加するための福岡市での宿泊施設については、受託者にお

いて確保し、宿泊費を委託料から支払うこと。 

・ 市内企業等が交流会等に参加するにあたっての移動については、市の車両を利用する

ため、移動手段の手配や確保は不要とする。 

（２）学生等による複数の市内企業等での短期インターンシップの実施 

・ 学生の参加人数は 20 人程度とし、市との連携のもと市内出身の学生等を最優先に募

集･選定（定員に満たない場合は、市外出身学生の参加も可とする。）すること。 

・ インターンシップ受入企業等は 12 社程度とし、市との連携のもと募集･選定すること。 

（もし12社を超える企業を選定する場合、事前に市と協議したうえで決定すること。） 

・ インターンシップは４日間の行程で、初日にはオリエンテーション及びガイダンスを

行い、２日目から４日目の３日間で、インターンシップ受入企業等１社あたり、原則

として１日のプログラムを構築すること。また、受託者においては、インターンシッ

プ受入企業等に訪問するなどして、積極的なサポートを行うこと。 



 
 

・ 学生等がインターンシップに参加する期間の宿泊施設（３泊分）については、受託者

において確保し、宿泊費を委託料から支払うこと。 

・ 期間中の本市内での学生の移動については、市の車両を利用するため、移動手段の手

配や確保は不要とする。 

・ 期間中、参加学生等の懇親会を開催すること。懇親会については、インターンシップ

受入企業等の参加も可とするが、その場合の企業等の懇親会経費は、各社に負担を求

めることとする。 

（３）市内企業等を対象とするインターンシップ受入セミナーの開催 

・ 上記（２）におけるインターンシップ受入企業等を含む市内企業等を対象に、インタ

ーンシップの受入に係る魅力的なプログラムの構築、インターンシップ受入スキルの

向上等を目的として、事例紹介やワークも交えたセミナーを、宮崎大学 学び･学生支

援機構 共創人材育成部門[Capa+]との共催により開催すること。 

・ セミナーは、半日以上×１回以上の想定で、可能であれば、大学生（九州医療科学大

学等の学生）も交えたセミナープログラムを構築すること。 

・ セミナーの講師は、宮崎大学 学び･学生支援機構 共創人材育成部門[Capa+]からの派

遣を市が依頼するため、受託者においては、講師決定後に当該機関との連携を図りな

がらセミナーを開催すること。なお、講師謝金は不要となるため、事業費の算定にお

いては留意すること。 

・ 受託者においては、セミナーの日程調整、講師との打合せや調整、参加企業等の募集･

受付、セミナー当日の進行等、セミナー開催に係る一連の業務について、市と連携し

ながら行うこと。 

・ セミナーの会場については、市の施設を使用するため、会場の使用（借上げ）に係る

経費は不要とする。 

    （４）その他 

       ・ 上記の参加企業の魅力を大学等在学中の学生に周知し、交流会やインターンシップ

参加、将来的なＵターン就職の促進を図ることを目的として、参加企業のＰＲシー

ト等を作成・配布し、福岡圏域の大学等への掲示依頼等を実施する。 

       ・ このほか、参加企業の認知度向上や関心喚起を図る観点から、福岡圏域の大学等在

学中の学生に対し、企業の魅力が効果的に伝わる取組を受託者において適宜提案す

ること。 

 

５．定期ミーティング 

   本業務の進め方の協議や進行管理、成果等について、常に市と連携を図り、情報共有をしながら

適切な業務が遂行されるよう、月１回以上、定期的なミーティングを行う。 

 

６．委託期間 

契約締結日から令和８年３月 17 日までとする。 

 

７．委託業務に係る経費について 

次の各号に係る経費は、支出対象外経費とする。 

（１）会議での食糧費（茶菓代を除く） 

（２）租税公課（消費税及び地方消費税は除く） 

（３）設備等の設置又は改修に要する費用 



 
 

（４）振込手数料 

（５）一般管理費や諸経費等の支出内容が明らかでない経費 

 

８．委託業務終了後の報告等について 

本業務に係る業務完了報告書（延岡市指定様式）に、次の資料を添えて提出すること。 

① 各委託業務に係る活動記録（企業等や学生等へのアンケートを含む。） 

    ② 委託業務に係る収支が確認できる書類 

９．その他の要件等 

（１）見積書作成上の留意事項 

事業費の積算は、区分毎に行い、それぞれの経費を明示すること。 

 

（２）委託業務実施上の留意事項 

① 受託者は、本業務で知り得た個人情報や企業情報について、他に遺漏することなく適切に

処理すること。 

② 受託者は、本業務において、市から貸与される資料及び受託者が収集した資料について、

破損、紛失、盗難等の事故の無いよう適切に取り扱うこと。 

③ 受託者が本事業の一部を再委託する場合には、事前に市に対して書面により再委託の内

容、再委託先、再委託先する業務の管理方法等の必要事項を報告し、承諾を得なければな

らないものとする。 

④ 社会情勢の変化等により、本事業の一部を変更する必要が生じた場合は、事前に業務の実

施内容や管理方法、実施に伴う経費等の必要事項を市と協議すること。 

⑤ 業務における成果品及びデータ等を含むあらゆる制作物について、市が著作権を持つも

のとし、市が自由に加工、複写、増刷等を行い公表できるものとする。 

⑥ 受託者は、本業務終了後、市が中小企業の人材確保支援等の取組を進めるうえで、他社に

本業務に関する引き継ぎを行う必要が生じた場合は、市に協力し、円滑な引き継ぎに努め

るものとする。 

（３）本仕様書に明記されていない事項及び疑義を生じた場合は、市と協議し指示を受けるものと

する。 


